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一般質問最終日提出議案 

条例議案（３件） 

議案第１３２号  八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について 

（人事課） 

人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員の期末手

当の支給月数を改定（年間支給月数を０．０５月分引上げ）するもの 

（１） 令和７年度（公布の日施行（適用日：令和７年１２月１日）） 

支給期 現 行 改定後 改定月数 

６月期 １．７２５月 １．７２５月 ― 

１２月期 １．７２５月 １．７７５月 ０．０５月 

合 計 ３．４５月 ３．５０月 ０．０５月 

（２）令和８年度以降（令和８年４月１日施行） 

支給期 改定後（令和 7 年度） 改定後（令和 8 年度以降） 改定月数 

６月期 １．７２５月 １．７５月 ０．０２５月 

１２月期 １．７７５月 １．７５月 △０．０２５月 

合 計 ３．５０月 ３．５０月 ― 

 
 
議案第１３３号 八代市長等の給与に関する条例の一部改正について    （人事課） 

人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じ、市長、副市長、教育

長及び識見を有する者の中から選任された常勤の監査委員の期末手当の支給月数を

改定（年間支給月数を０．０５月分引上げ）するもの 

（１）令和７年度（公布の日施行（適用日：令和７年１２月１日）） 

支給期 現 行 改定後 改定月数 

６月期 １．７２５月 １．７２５月 ― 

１２月期 １．７２５月 １．７７５月 ０．０５月 

合 計 ３．４５月 ３．５０月 ０．０５月 

（２）令和８年度以降（令和８年４月１日施行） 

支給期 改定後（令和７年度） 改定後（令和８年度以降） 改定月数 

６月期 １．７２５月 １．７５月 ０．０２５月 

１２月期 １．７７５月 １．７５月 △０．０２５月 

合 計 ３．５０月 ３．５０月 ― 

 
 
議案第１３４号 八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

（人事課） 

人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の給料

月額、通勤手当の額及び期末勤勉手当の支給月数を改定するもの 

（１）八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 
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  ア 給料表の改定 

    初任給を始め若年層に重点を置いて給料表全体を引上げ（平均３．３％引上

げ。対象職員１，１４７人） 

    《施行日》公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

  イ 初任給調整手当の改定 

    医療職給料表の適用を受ける医師に対する初任給調整手当を引上げ 

    ※対象職員なし 

    《施行日》公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

  ウ 通勤手当の改定 

・交通用具使用者に対する通勤手当の額を引上げ 

      現行の「１０㎞以上１５㎞未満」から「６０㎞以上」までの距離区分に

ついて２００円～７，１００円までの幅で引上げ 

    《施行日》公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

    ・長距離の枠を新設 

      現行の「６０㎞以上」から上限を「１００㎞以上」とし、「６０㎞以上」

の部分について５㎞刻みで新たな距離区分を創設 

        《施行日》令和８年４月１日 

  エ 宿日直手当の改正 

    勤務１回に係る支給額の限度を引上げ 

    ※対象職員なし 

オ 期末勤勉手当の改定 

一般職員及び特定幹部職員の期末勤勉手当の年間支給月数を０．０５月分引

上げ 

 《施行日》令和７年度分    公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

      令和８年度以降分 令和８年４月１日 
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【期末勤勉手当支給月数】 

 
６月期 １２月期 年間 

期末 勤勉 小計 期末 勤勉 小計 期末 勤勉 合計 

一般職員 
(再任用を除
く) 

令
和
７
年
度 

改定前 1.25 1.05 2.30 1.25 1.05 2.30 2.50 2.10 4.60 

改定後 1.25 1.05 2.30 1.275 1.075 2.35 2.525 2.125 4.65 

令和８年度 
以降 

1.2625 1.0625 2.325 1.2625 1.0625 2.325 2.525 2.125 4.65 

特定幹部 
職員 

令
和
７
年
度 

改定前 1.05 1.25 2.30 1.05 1.25 2.30 2.10 2.50 4.60 

改定後 1.05 1.25 2.30 1.075 1.275 2.35 2.125 2.525 4.65 

令和８年度 
以降 

1.0625 1.2625 2.325 1.0625 1.2625 2.325 2.125 2.525 4.65 

再任用 
職員 

令
和
７
年
度 

改定前 0.70 0.50 1.20 0.70 0.50 1.20 1.40 1.00 2.40 

改定後 0.70 0.50 1.20 0.725 0.525 1.25 1.425 1.025 2.45 

令和８年度 
以降 

0.7125 0.5125 1.225 0.7125 0.5125 1.225 1.425 1.025 2.45 

※特定幹部職員：市長公室長、部長、議会事務局長及び総括審議員の職にある職員 

※再任用職員：高齢者雇用の推進等のため、６０歳以後の退職者のうち改めて採用され

た職員 

 

（２）八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

  ア 給料表の改定 

特定任期付職員の給料表を一般職員との均衡を基本に引上げ（平均改定率３．

３％引上げ。対象職員１人） 

    《施行日》公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

イ 期末勤勉手当の改定 

特定任期付職員の期末勤勉手当の年間支給月数を０．０５月分引上げ 

《施行日》令和７年度分   公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

      令和８年度以降分 令和８年４月１日 

【期末勤勉手当支給月数】 

※特定任期付職員：高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者で任期を定めて採用
された職員 

 
６月期 １２月期 年間 

期末 勤勉 小計 期末 勤勉 小計 期末 勤勉 合計 

特
定
任
期
付
職 
員 

令

和

７

年

度 

改定前 0.95 0.875 1.825 0.95 0.875 1.825 1.90 1.75 3.65 

改定後 0.95 0.875 1.825 0.975 0.90 1.875 1.925 1.775 3.70 

令和8年度 

以降 
0.9625 0.8875 1.85 0.9625 0.8875 1.85 1.925 1.775 3.70 
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（３）八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正 

  ア 給料表の改定 

    会計年度任用職員の給料表を一般職の職員との均衡を基本に引上げ 

    ※対象職員５５９人 

《施行日》公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

  イ 通勤手当の改定 

・交通用具使用者に対する通勤手当の額を引上げ 

      現行の「１０㎞以上１５㎞未満」から「６０㎞以上」までの距離区分に

ついて２００円～７，１００円までの幅で引上げ 

    《施行日》公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

    ・長距離の枠を新設 

      現行の「６０㎞以上」から上限を「１００㎞以上」とし、「６０㎞以上」

の部分について５㎞刻みで新たな距離区分を創設 

        《施行日》令和８年４月１日 

  ウ 期末勤勉手当の改定 

会計年度任用職員の期末勤勉手当の年間支給月数を０．０５月分引上げ 

《施行日》令和７年度分   公布の日（適用日：令和７年４月１日） 

      令和８年度以降分 令和８年４月１日 

【期末勤勉手当支給月数】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ６月 １２月 年間 

期末 勤勉 小計 期末 勤勉 小計 期末 勤勉 合計 

会計年
度任用
職  員 

令
和
７
年
度 

改定前 1.25 1.05 2.30 1.25 1.05 2.30 2.50 2.10 4.60 

改定後 1.25 1.05 2.30 1.275 1.075 2.35 2.525 2.125 4.65 

令和８年度

以降 
1.2625 1.0625 2.325 1.2625 1.0625 2.325 2.525 2.125 4.65 

 


